
報酬料金表

①　確定申告書の作成

総所得金額 報酬額
２００万円未満 30,000      
３００万円未満 40,000      
５００万円未満 50,000      
１０００万円未満 100,000     
２０００万円未満 150,000     
３０００万円未満 200,000     
５０００万円未満 250,000     
５０００万円以上 300,000     ～

ただし、事業的規模（５棟、１０室以上）の不動産がある場合、
個人事業の顧問報酬額の１２ケ月分となります。

②　分離課税所得がある場合

総所得金額 報酬額
３００万円未満 50,000      
５００万円未満 75,000      
１０００万円未満 100,000     
３０００万円未満 200,000     
５０００万円未満 250,000     
５０００万円以上 300,000     ～

③　顧問契約をしている法人の役員の確定申告書作成

総所得金額 報酬額
２００万円未満 10,000      
５００万円未満 15,000      
１０００万円未満 30,000      
２０００万円未満 50,000      
３０００万円未満 70,000      
５０００万円未満 80,000      
５０００万円以上 100,000     ～

ただし、不動産所得で、貸家３棟、区分所有マンション３室まで
これを超える場合、通常の報酬額となります。

※金額は全て消費税抜価額 確定申告 恩田泰臣税理士事務所
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